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Chapter Ⅰ 

第１章第１章第１章第１章    
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南丹市は、船井郡園部町・八木町・日吉町、北桑田郡美山町といった個性的な地域特性を

持つ４つの町が合併して、平成 18年１月１日に誕生しました。 

合併前の旧４町での住宅政策は、住宅建設計画法の下で町営住宅の建設と運営が主となっ

た住宅政策が図られており、町営住宅の建設と運営については、それぞれの町の実情にあっ

た特色ある建設と運営が行われております。 

しかし、本格的な少子高齢社会、人口・世帯減少社会の到来が現実のものとなり、地域経

済や財政状況が悪化する中、次の時代につながる持続可能な住宅行政を実現するために、こ

れまでの住宅施策のあり方を見直す必要性が生じています。 

特に、南丹市の住宅行政においては、少子高齢社会、人口・世帯減少社会への対応、既成

市街地における定住促進、中山間地に点在する集落環境の維持・向上、重層的な住宅セーフ

ティネットの構築、市営住宅の適切な維持管理・コスト縮減など、多様な問題・課題が山積

しており、限りある財源のもと、効果的かつ計画的な取組を展開していくことが不可欠とな

っています。 

一方、国においても住生活基本法（平成 18 年６月施行）が策定され、同法に基づき制定さ

れた住生活基本計画に掲げる「市場重視」、「ストック重視」の視点に基づき、良質な住宅ス

トックの形成及び将来世代への承継、良好な居住環境の形成、多様な居住ニーズが適切に実

現される住宅市場の環境整備、住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保等を目

指した施策が推進されています。 

以上のことを踏まえ、南丹市における今後の住宅政策の方向性や施策展開のあり方、課題

に対する具体的な取組内容を明確にするために、「南丹市住生活基本計画」を策定します。 

 

本計画は、南丹市総合振興計画（平成 20 年３月策定）の下位に位置する住宅分野の部門計

画としての位置づけを持つ計画であり、南丹市で取り組む住宅政策のマスタープランです。 

また、策定にあたっては、住生活基本法に基づく住生活基本計画（全国計画、京都府計画

（計画改定中））といった上位計画、関連する他部門の計画との整合性に十分留意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２１－２１－２１－２    計画の位置づけ計画の位置づけ計画の位置づけ計画の位置づけ    

第１章 計画の目的と位置づけ 

１－１１－１１－１１－１    計画策定の背景と目的計画策定の背景と目的計画策定の背景と目的計画策定の背景と目的    

【南丹市】 

【国】 

住生活基本計画(全国計画) 

（平成 23～32 年度） 

住生活基本法 

（Ｈ18 年施行） 

【京都府】 

[住宅部門のマスタープラン] 

南丹市住生活基本計画 

［計画改定中］ 

京都府住生活基本計画 

（平成 23～32 年度） 

参考 

関連 

部門計画 

整合 

南丹市総合振興計画（平成 20～29 年） 

公営住宅等 

長寿命化計画 

【旧計画】 

園部町住宅マスタープラン 

八木町住宅マスタープラン

美山町住宅マスタープラン 
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（１）計画の期間（１）計画の期間（１）計画の期間（１）計画の期間    

本計画の計画期間は、上位計画である国及び京都府（計画改定中）の住生活基本計画の計

画期間と同じく平成 23年度～平成 32 年度までの 10 年間とします。 

なお、本計画の進捗状況、社会情勢の変化、上位計画である国及び京都府の住生活基本計

画や南丹市総合振興計画（目標年次：平成 29 年）の見直しなど、本計画を取り巻く状況が変

化した場合は、適宜計画の見直しを行うものとします。 

（２）計画の枠組み（２）計画の枠組み（２）計画の枠組み（２）計画の枠組み    

本計画の基本的な構成は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－３１－３１－３１－３    計画の期間・枠組み計画の期間・枠組み計画の期間・枠組み計画の期間・枠組み    

■ 現況編 ■ 

■ 全体計画編 ■ 

第１章第１章第１章第１章    計画の目的と位置づけ計画の目的と位置づけ計画の目的と位置づけ計画の目的と位置づけ    

１－１ 計画策定の背景と目的 

１－２ 計画の位置づけ 

１－３ 計画の期間・枠組み 

第６章第６章第６章第６章    住宅政策の課題住宅政策の課題住宅政策の課題住宅政策の課題    

６－１ 住宅政策の課題を導き出す上での視点 

６－２ 住宅政策の課題 

第７章第７章第７章第７章    住宅政策の方向性と基本方針住宅政策の方向性と基本方針住宅政策の方向性と基本方針住宅政策の方向性と基本方針    

７－１ 住宅政策の方向性 

７－２ 住宅政策の基本方針 

第第第第９９９９章章章章    市営住宅ストックの活市営住宅ストックの活市営住宅ストックの活市営住宅ストックの活用方針用方針用方針用方針    

９－１ 目標管理戸数の推計 

９－２ ストックの活用方針 

９－３ 今後の取組の展開方向 

第第第第８８８８章章章章    重点施策重点施策重点施策重点施策のののの展開方向展開方向展開方向展開方向    

８－１ 重点施策の考え方 

８－２ 重点施策の展開方向 

第第第第 10101010 章章章章    計画の推進に向けて計画の推進に向けて計画の推進に向けて計画の推進に向けて    

10－１ 関連する各分野の担当部署との連携 

10－２ 民間との連携 

10－３ 京都府との連携 

第２章第２章第２章第２章    

上位・関連上位・関連上位・関連上位・関連    

計画の計画の計画の計画の策定状況策定状況策定状況策定状況    

２－１ 南丹市の上位計画 

２－２ 住生活分野の 

上位計画 

２－３ 関連計画 

第３章第３章第３章第３章    

住宅・住環境の現状住宅・住環境の現状住宅・住環境の現状住宅・住環境の現状    

３－１ 住環境 

３－２ 人口・世帯数 

３－３ 住宅ストック 

３－４ 世帯属性 

３－５ 市営住宅等 

第４章第４章第４章第４章    

住生活に関する住生活に関する住生活に関する住生活に関する    

市民意向市民意向市民意向市民意向    

４－１ 市民意識調査 

４－２ 市民アンケート 

調査 

第５章第５章第５章第５章    

これまでの取組のこれまでの取組のこれまでの取組のこれまでの取組の    

検証検証検証検証    

５－１ 市営住宅施策の 

取組状況 

５－２ 住宅関連の 

旧計画 


